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人事院総裁 一 宮 なほみ

人事院は、国家公務員法、一般職の職員の給与に関する法律、国家公務員の

寒冷地手当に関する法律等の規定に基づき、一般職の職員の給与等について別

紙第１のとおり報告し、別紙第２のとおり勧告する。あわせて、公務員人事管

理について別紙第３のとおり報告する。
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